
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

二
五
一 

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                       

二
五
一 

○
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
件
二
件                     

二
五
二 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件                               

二
五
二 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                 

二
五
三 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件                       

二
五
三 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件                                               

二
五
三 

　公

　告 

○
地
方
税
法
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
件                               

二
五
五 

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件                                       

二
五
五 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
五
件                                   

二
五
五 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と 

　な
っ
た
件                                                                 
二
五
六 

　正

　誤 

○
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
三
十
六
号
中                                 

二
五
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
四
百
七
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
八
年
六
月
五

日
か
ら
同
年
十
月
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
会
津

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
観
光
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
塩
川

　福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
小
府
根
字
曽
谷
田
二
十
七
番
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　成
瀬

　明
弘 

（
変
更
後
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　近
藤

　禎
一
郎 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
八
年
五
月
十
三
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
八
号 

　国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八

年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

調
査
を
行
う
者
の
名
称

調

　
　査

　
　地

　
　域

調

　査

　期

　間

福
島
市

松
川
第
二

　松
川
第
三

　
　

令
和
九
年
三
月
三
一
日

伊
達
市

粟
野
第
二

同

郡
山
市

石
筵
・
高
玉

　笹
川
第
一
一 

同

□
ノ
口
・
塩
ノ
原 

石
筵
・
高
玉
第
二 

笹
川
第
一
二

　石
筵
第
九

天
栄
村

湯
本
第
三
二

　湯
本
第
三
三

同

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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白
河
市

白
井
掛
下

同

塙
町

片
貝
二

　大
畑
一

　片
貝
三

　
　
　
　

 

同

大
畑
二

会
津
若
松
市

宮
町
第
三

同

喜
多
方
市

小
舟
寺
第
四

同

湯
川
村

浜
崎
第
一

同

会
津
美
里
町

螺
良
岡
北

同

下
郷
町

田
代
第
二

同

南
会
津
町

川
島
第
二

　川
島
第
三

　関
本
第
一

同

い
わ
き
市

下
永
井
Ｂ

　大
平
Ｉ

　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
九
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 

公
益
財
団
法
人
ふ
く
し
ま
フ
ォ
レ
ス
ト
・
エ
コ
・
ラ
イ
フ
財
団 

二

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
長
久
保
六
十
八
番
地 

三

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日 

令
和
八
年
三
月
六
日 

四

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等 

ふ
く
し
ま
県
民
の
森
施
設
等
使
用
料
徴
収
事
務 

五

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
号 

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
（
同
条
第
二
項
の
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称 

公
益
財
団
法
人
福
島
県
都
市
公
園
・
緑
化
協
会 

二

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

福
島
市
佐
原
字
神
事
場
一
番
地 

三

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
指
定
し
た
日 

令
和
八
年
三
月
六
日 

四

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等 

福
島
県
総
合
緑
化
セ
ン
タ
ー
施
設
等
使
用
料
徴
収
事
務 

五

　指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
一
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
山
上
字
古
殿
四
八
の
一
、
四
八
の
四
、
四
八
の
五
、
四
九
、
五
〇
、
五
六 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

干
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

石
川
郡
古
殿
町
大
字
松
川
字
古
内
一
三
八
の
二
か
ら
一
三
八
の
一
二
ま
で
、
一
三
九
の
二
、
一

五
八
の
五 
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２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

干
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
古
殿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
平
田
村
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

久
保
木
イ
ネ 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
三

百
二
十
六
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
三
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変

更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る

た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。 

当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

加
藤
義
雄

　角
田
一
男

　角
田
政
雄

　角
田
藤
真

　星
好
一

　星
文
彌 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
伊
達
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

八
島
茂
太
郎

　菅
野
克
巳

　株
式
会
社
福
島
県
農
工
銀
行 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
八
年
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
三
十
五
号
）
に
よ
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
六
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

第678号令和 8 年 6月 5日　金曜日 福 島 県 報253



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一
般
国
道

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

変
更
前

　

 

Ａ

　
　七
・
〇
～ 

　
　九
四
三
・
〇 

三
九
九
号 

内
字
坂
シ
内
二
二
六
番
一

 

　
　
　一
四
・
〇 

 

地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　 

 
 

同

　郡
同

　村
大
字
下
川

 
 

 

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

 
 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

Ｂ

　一
〇
・
〇
～ 

一
、
四
二
八
・
〇

内
字
砂
田
三
二
〇
番
地
先

　
　
　三
九
・
二

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　村
大
字
下
川

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川 
変
更
後

　
Ｂ

　一
〇
・
〇
～ 

一
、
四
二
八
・
〇

内
字
砂
田
三
二
〇
番
地
先

　
　
　一
九
・
三

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　村
大
字
下
川

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
六
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川

変
更
前

　

 

Ａ

　
　四
・
五
～ 

一
、
七
七
〇
・
〇 

富
岡
線

　

 

内
字
早
渡
二
七
九
番
一
地

 

　
　
　二
六
・
〇 

 

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　 

 
 

同

　郡
同

　村
大
字
上
川

 
 

 

内
字
町
分
三
四
四
番
一
地

 
 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川

Ｂ

　
　八
・
八
～ 

一
、
〇
四
五
・
〇

内
字
早
渡
二
七
九
番
一
地

　
　
　六
三
・
五

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　村
大
字
上
川

内
字
町
分
三
四
四
番
一
地

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川 

変
更
後

　

 

Ａ

　
　二
・
一
～ 

　
　三
〇
五
・
二 

内
字
早
渡
五
一
八
番
地
先

 

　
　
　二
六
・
〇 

 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

同

　郡
同

　村
大
字
上
川

 
 

 

内
字
早
渡
二
四
四
番
二
地

 
 

 

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川

Ｂ

　
　八
・
八
～ 

一
、
〇
四
五
・
〇

内
字
早
渡
二
七
九
番
一
地

　
　
　六
三
・
五

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

同

　郡
同

　村
大
字
上
川

内
字
町
分
三
四
四
番
一
地

先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
四
百
十
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
八
年
六
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

変
更
前

　

 

Ａ

　
　六
・
七
～ 

一
、
五
三
二
・
三 

富
岡
線

　
 

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

 

　
　
　一
〇
・
三 

 

先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　 

Ｂ

　一
一
・
五
～ 

一
、
七
〇
〇
・
〇

同

　郡
同

　村
大
字
下
川

　
　
　三
八
・
〇

内
字
坂
シ
内
一
三
三
番
五
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地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
変
更
後

　

 

Ｂ

　一
一
・
五
～ 

一
、
七
〇
〇
・
〇

　
　
　三
八
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

 
　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
百
三
十
号 

　地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

 
 

 
 

 
 

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所 

 

氏
名
又
は
名
称 

代
表
者
の
氏
名 

 

指
定
取
消
年
月
日 

 
の
所
在
地

　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
高
橋
治

高
橋

　順 

南
相
馬
市
原
町
区
南
町
三
丁

令
和
八
年
五
月
二
一

郎
商
店

目
一
四
九
番
地

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
三
十
一
号 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
四
月
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
令
和
８
年
４
月
分

 

（特
殊
肥
料

） 

特
殊
肥
料
生
産
業
者

届　
出　

名
検
査
の
結
果

備
考

、
の
指
定
名
輸
入
業
者
又

(及
び
商
品
名

) 
は
販
売
業
者

T
N

(%
)

T
P

(%
)

T
K

(%
)

C
/N

水
分

(%
)

堆
肥　
　

佐
久
間　

満
み
の
り
楽
農

1.3
1.4

1.6
22

24.2

　
堆
肥　
　
　

堆
肥　
　

有
限
会
社

 モ
ミ
ガ
ラ
堆

0.2
0.0

0.1
46

64.2
グ
リ

 
ン
肥　
　
　
　

ー

フ
ァ

 ム　
ー

堆
肥　
　

株
式
会
社
ミ
籾
殻
堆
肥　

0.3
0.1

0.2 
47

63.3
フ
シ
フ
ァ

 
ミ
フ
シ
有
機

ー
ム　
　
　
　

注　
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

 
。

 T
N
－
窒
素
全
量

T
P
－
り
ん
酸
全
量

T
K
－
加
里
全
量

C
/N
－
炭
素
窒
素
比
水
分
－
水
分

 
、

、
、

、
含
有
量

 

（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
三
十
二
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

右
田
・
海
老
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は

令
和
八
年
三
月
十
九
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
三
十
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

矢
川
原
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は
令
和

八
年
三
月
二
十
六
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
三
十
四
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

広
野
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
工

事
は
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
三
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

飯
舘
西
部
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
村
地
域
環
境
保
全
事
業
）
の

工
事
は
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 
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令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
百
三
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
高
東
部
地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事
は
令

和
八
年
三
月
二
十
七
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号 

　政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
以
後
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受

け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
。 

　
　令
和
八
年
六
月
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　委
員
長

　成

　田

　良

　洋 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

 

代
表
者
の
氏 

会
計
責
任
者 

 

政 

治 

団 

体 

の 

名 

称 
 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

名

　
　
　
　
の
氏
名

　
　

謙
翔
会

　
　
　
　
　
　
　
桑
原

　正
男 

山
田

　正
昭

田
村
市
船
引
町
堀
越
字
新
田
二
三

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
徳
清
後
援
会

　
　
　

 

湯
澤

　真
次

小
林

　恵
久

石
川
郡
玉
川
村
大
字
竜
崎
字
原
作

田
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紺
野
栄
重
後
援
会

　
　
　
尾
形

　雅
幸

紺
野

　信
子

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
北
幾
世
橋
字

町
尻
二
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　

斎
藤
と
お
る
後
援
会

　
　
菅
野

　京
一

加
藤

　大
史

二
本
松
市
本
町
二
︱
二
三
三
︱
七

佐
藤
金
正
後
援
会

　
　
　
星

　利
雄

　
佐
藤

　正
仁

伊
達
郡
川
俣
町
大
字
羽
田
字
石
橋

六
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム
た
ま
か

佐
久
間

　安

佐
久
間

　安

石
川
郡
玉
川
村
大
字
北
須
釜
字
中

わ

　玉
川
村
の
新
時
代
を

裕

　
　
　
　
裕

　
　
　
　
ノ
内
一
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　

考
え
る
会
︱
さ
く
ま
安
裕

後
援
会
︱

　
　
　
　
　
　

関
根
修
一
後
援
会

　
　
　
関
根

　修
一

関
根

　修
一

石
川
郡
平
田
村
大
字
小
平
字
滝
坂

五
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
か
ぎ
克
尚
後
援
会

　
　
高
木

　克
尚

武
田

　莞
爾

福
島
市
笹
谷
字
三
本
松
六
︱
七

　

高
野
た
く
み
後
援
会

　
　
□
田

　功

　
高
野

　賢
一

郡
山
市
新
屋
敷
二
︱
五
一

　
　
　

円
谷
亮
一
後
援
会

　
　
　
円
谷

　亮
一

円
谷

　亮
一

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
関
和
久
字

瀬
知
房
後
四
︱
五

　
　
　
　
　
　

長
郷
潤
一
郎
後
援
会

　
　
長
郷

　潤
一

八
木
橋

　耕

会
津
若
松
市
北
会
津
町
西
麻
生
一

郎

　
　
　
　
太
郎

　
　
　
八
八
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
本
久
雄
後
援
会

　
　
　
西
本

　久
雄

西
本

　由
美

双
葉
郡
広
野
町
広
洋
台
二
︱
一
︱

子

　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
せ
が
わ
純
一
後
援
会

　
福
島

　祐
介

大
竹

　ゆ
か

会
津
若
松
市
飯
寺
北
二
︱
四
︱
一

り

　
　
　
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
村
の
行
政
を
良
く
す

上
遠
野

　洋

上
遠
野

　洋

石
川
郡
平
田
村
大
字
下
□
田
字
古

る
会

　
　
　
　
　
　
　
　

寺
一
六
︱
二
〇

　
　
　
　
　
　
　

福
島
県
司
法
書
士
政
治
連

関
根

　信

　
髙
橋

　文
郎

福
島
市
新
浜
町
六
︱
二
八

　
　
　

盟

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
田
お
さ
む
と
明
る
い
新

藤
田

　修

　
荒

　一
博

　
相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
今
神
西

地
の
会

　
　
　
　
　
　
　

一
︱
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
浦
常
雄
後
援
会

　
　
　
瀬
戸

　孝

　
松
浦

　常
雄

伊
達
郡
国
見
町
大
字
西
大
枝
字
並

柳
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
崎
博
文
後
援
会

　
　
　
山
崎

　安
男

山
崎

　安
男

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
順
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礼
川
原
四
四
︱
二

　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

正

　
　誤 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
三
十
六
号
中 

　
　二

上

後
ろ
か

第
五
条
の
四

　
　
　
　
　
　
　

附
則
第
五
条
の
四

　
　
　
　
　

ら
一
二

下 

前
か
ら 

」
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
六

　

　
　五

上 

後
ろ
か 

令
和
八
年
法
律
第
二
十
三
号

　

令
和
八
年
法
律
第

　
　
　号

　

ら
一
九
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